
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

病院に対するご意見ご希望、また「ふれあい」へのご意見をお聞かせ下さい。（備え付けの意見箱をご利用下さい。）

新河端病院 理念 

 信頼と安心の医療 
１．患者様に感動をしていただける医療を実践します。 

１．患者様に選んでいただける病院づくりを実践します。

「 患者さまの権利 」 
患者さまには次のような権利があります。 

私たちはその権利を尊重するような医療を行います。

・医療を受ける権利 

・知る権利 

・自分で決定する権利 
・プライバシーを守られる権利 
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☆ 新型インフルエンザ予防接種について ☆ 

新型インフルエンザ予防接種について 

新型インフルエンザウイルス（Ａ型 H1N1）は、これまで 

の季節性インフルエンザウイルスと異なり、国民の大多 

数が免疫を持っておりません。新型インフルエンザワクチ 

ンは、免疫をつけ死亡者や重症者の発生を出来るか 

ぎり減らすことを目的に接種するものです。 

 

新型インフルエンザワクチン接種の優先順位 

新型インフルエンザの接種に対する対象者と優先順位 

は以下のとおりです。 

 （１）インフルエンザ患者の診療に直接従事する医療従

事者（救急隊員含む） 

 （２）妊婦および基礎疾患を有する者の最優先グループ 

平成２１年１１月中旬頃より接種開始 

 （３）基礎疾患を有するもの 

 （４）幼児（１歳～就学前） 

平成２１年１２月上旬頃より接種開始 

 （５）小児（小学校低学年） 

平成２１年１２月下旬頃より接種開始 

 （６）１歳未満の幼児の保護者等 

 （７）小学校高学年 

 （８）中学生・高校生・高齢者・一般 

平成２２年１月上旬頃より順次接種開始 

接種実施について 

接種優先順位の関係で、接種時期にずれがあるた 

め、完全予約制となります。（お電話での予約は出来 

ませんのでご了承ください） 

接種負担金 

 １回目 ３，６００円／２回目 ２，５５０円の 

合計６，１５０円 

（ただし、２回目を他医療機関で接種する場合は２回

目も３，６００円となります） 

 

新型インフルエンザワクチンの予約方法については、現

在調整中です。詳細が決定次第外来およびホームペ

ージにてお知らせいたします。 

なお、左記接種スケジュールにつきましては、予定ですので、多

少前後するケースがありますのでご了承ください。 

☆ 高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ ☆ 

京都市在住の高齢者インフルエンザ予防接種（季節性従

来型）は１１月より開始となります。詳細は下記の通りです。 

 

接種対象者： 

京都市在住で接種日現在６５歳以上の方、もしくは６０歳 

以上６５歳未満のうち、心臓・腎臓・・呼吸器の機能もしく 

はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害を有するとし 

て厚生労働省令に定める方 

実施期間： 

平成２１年１１月１日～平成２２年１月３１日（11/1は日曜

日のため当院では 11/2 より開始） 

※期間外の接種は公費負担の対象となりません 

実施方法： 

インフルエンザワクチン１回接種 

自己負担： 

１，５００円（ただし、生活保護受給者証明書・府民税課 

税証明書等行政が定める方は免除となります） 

 

季節性インフルエンザワクチンは数に限りがございます。接種前

にお電話で接種可能かどうかをお問い合わせいただくことをお勧

めいたします。 

二重線で消え

ている方は、当

院では対象外

です。 


